
こ
の
ほ
ど
中
小
企
業
庁
で
、
か
ね
て

か
ら
検
討
し
て
い
た
中
小
企
業
の
円
滑

な
事
業
承
継
の
た
め
の
手
引
き
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
・
公
表
し
た
。

以
下
は
、
そ
の
概
要
。

事
業
承
継
の
大
切
さ

漓
日
本
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
で

は
、
近
年
、
経
営
者
の
高
齢
化
が
進
行

す
る
一
方
で
、
後
継
者
が
既
に
決
ま
っ

て
い
る
企
業
は
全
体
の
約
４
割
に
と
ど

ま
り
、
特
に
親
族
内
で
の
後
継
者
の
確

保
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
滷

事
業
承
継
に
失
敗
し
て
相
続
紛
争
が
生

じ
、
業
績
が
悪
化
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く

存
在
澆
我
が
国
経
済
に
と
っ
て
中
小
企

業
の
事
業
承
継
円
滑
化
は
喫
緊
の
課
題

事
業
承
継
に
潜
む
問
題
点

漓
中
小
企
業
の
多
く
を
占
め
る
同
族

会
社
で
は
、
決
定
権
者
で
あ
り
仲
裁
者

で
も
あ
る
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
死
と
と

も
に
、
親
族
内
で
の
争
い
が
激
化
す
る

ケ
ー
ス
が
珍
し
く
な
い
滷
事
業
承
継
問

題
は
、
経
営
者
に
と
っ
て
遠
い
将
来
の

話
と
思
わ
れ
が
ち
な
こ
と
や
、
周
り
の
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者
が
言
い
出
し
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、

事
前
の
取
り
組
み
が
十
分
進
ん
で
い
な

い
こ
と
が
多
い
。

事
業
承
継
計
画
の
必
要
性

漓
事
業
承
継
は
、
い
つ
か
は
必
ず
訪

れ
る
問
題
。
事
前
準
備
の
取
り
組
み
を

行
う
程
成
功
す
る
確
率
が
高
く
な
る
と

い
う
結
果
も
出
て
い
る
。
円
滑
な
事
業

承
継
の
た
め
に
は
、
十
分
時
間
を
か
け

た
計
画
の
立
案
と
着
実
な
対
策
の
実
行

が
重
要

事
業
承
継
の
ス
テ
ッ
プ

１
、
承
継
方
法
の
決
定
と
計
画
の
立
案

▼
会
社
を
取
り
巻
く
各
状
況
の
認
識

漓
会
社
の
経
営
資
源
の
状
況
滷
会
社

の
経
営
リ
ス
ク
の
状
況
澆
経
営
者
自
身

の
状
況
潺
後
継
者
候
補
の
状
況
潸
相
続

発
生
時
に
予
想
さ
れ
る
問
題
点

▼
承
継
の
方
法
と
後
継
者
の
決
定

漓
親
族
内
承
継
滷
従
業
員
等
へ
の
承

継
・
外
部
か
ら
の
雇
い
入
れ
澆
М
＆
Ａ

▼
後
継
者
と
事
業
承
継
計
画
の
作
成

漓
経
営
理
念
の
共
有
化
滷
中
長
期
の

経
営
計
画
の
作
成
澆
事
業
承
継
の
具
体

的
な
時
期
の
検
討
潺
円
滑
な
事
業
承
継

に
向
け
た
課
題
の
整
理
潸
中
長
期
経
営

計
画
に
、
事
業
承
継
の
時
期
、
課
題
の

解
決
策
を
盛
り
込
ん
だ
「
事
業
承
継
計

画
」
の
作
成

２
、
具
体
的
な
対
策
の
実
行

盧
親
族
内
承
継

〈
関
係
者
の
理
解
〉
漓
後
継
者
候
補
が
複

数
い
る
場
合
は
、
意
思
疎
通
を
行
い
、

な
る
べ
く
早
期
に
お
い
て
後
継
者
を
決

定
滷
社
内
や
取
引
先
・
金
融
機
関
に
対

し
て
、
事
業
承
継
計
画
の
公
表
を
行
っ

て
お
く
こ
と
が
有
効
澆
将
来
の
役
員
陣

の
構
成
を
視
野
に
入
れ
て
、
役
員
・
従

業
員
の
世
代
交
代
を
準
備

〈
後
継
者
教
育
〉
漓
経
営
に
必
要
な
能

力
・
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
、
社

内
・
社
外
で
の
教
育
を
実
施

〈
株
式
・
財
産
等
の
分
配
〉
漓
株
式
・
財

産
等
の
分
配
に
お
い
て
は
、
後
継
者
へ

の
株
式
等
事
業
用
資
産
の
集
中
と
後
継

者
以
外
の
相
続
人
へ
の
配
慮
と
い
う
観

点
が
必
要
滷
現
時
点
で
既
に
株
式
が
分

散
し
て
い
る
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り

買
取
等
を
実
施

〈
後
継
者
へ
の
生
前
贈
与
〉
漓
生
前
贈
与

は
、
後
継
者
へ
の
財
産
移
転
の
方
法
の

う
ち
、
権
利
が
確
定
さ
れ
る
た
め
最
も

確
実
滷
遺
留
分
等
民
法
上
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
十
分
注
意
す
る
こ
と
が
必
要

澆
税
務
面
で
は
、
暦
年
課
税
制
度
と
相

続
時
精
算
課
税
制
度
に
よ
る
税
負
担
を

比
較
し
、
ど
ち
ら
の
制
度
が
有
利
で
あ

る
か
を
判
断

〈
遺
言
の
活
用
〉
漓
遺
言
を
作
成
す
る
こ

と
で
、
後
継
者
に
株
式
等
事
業
用
資
産

を
集
中
す
る
こ
と
が
可
能
。
た
だ
し
、

遺
言
は
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
た
め
生

前
贈
与
ほ
ど
後
継
者
の
権
利
が
確
実
で

な
い
こ
と
に
加
え
、
遺
留
分
の
問
題
や

遺
言
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が

起
こ
る
こ
と
も
あ
る
滷
各
種
遺
言
の
中

で
も
、
公
正
証
書
遺
言
が
自
筆
証
書
遺

言
に
比
べ
て
有
効
澆
確
実
に
遺
言
内
容

が
実
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
で
は
、

遺
言
信
託
の
活
用
も
選
択
肢
の
一
つ

〈
会
社
法
の
活
用
〉
漓
こ
れ
以
上
株
式
を

分
散
さ
せ
な
い
た
め
に
、
譲
渡
制
限
規

定
を
置
く
こ
と
が
必
要
滷
「
会
社
法
」

で
活
用
の
幅
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
議
決

事
業
承
継
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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権
制
限
株
式
、
拒
否
権
付
種
類
株
式
、

相
続
人
に
対
す
る
売
渡
請
求
等
の
活
用

も
有
効

盪
従
業
員
等
へ
の
承
継
・
外
部
か
ら
後
継

者
を
雇
い
入
れ
る
場
合

〈
関
係
者
の
理
解
・
後
継
者
教
育
〉
漓
基

本
的
に
は
親
族
内
承
継
の
場
合
と
同
様

だ
が
、
関
係
者
の
理
解
に
よ
り
多
く
の

時
間
が
か
か
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、

注
意
が
必
要
滷
現
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の

親
族
や
中
継
ぎ
的
な
経
営
者
の
意
向
は

特
に
確
認
し
て
お
く
べ
き

〈
株
式
・
財
産
等
の
分
配
〉
漓
後
継
者
に

は
、
現
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
が
保
有
す
る

株
式
を
買
い
取
る
資
力
が
な
い
こ
と
が

多
い
が
、
後
継
者
の
経
営
に
配
慮
し
、

一
定
程
度
の
株
式
を
後
継
者
に
集
中
す

べ
き
滷
現
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
要
請
に

応
じ
て
、
前
出
の
会
社
法
の
各
種
手
法

が
活
用
可
能
澆
後
継
者
に
株
式
買
取
資

金
が
な
い
場
合
で
も
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
利
用

で
き
る
場
合
が
あ
る

〈
個
人
保
証
・
担
保
の
処
理
〉
漓
現
オ
ー

ナ
ー
経
営
者
の
個
人
保
証
に
つ
い
て
、

後
継
者
も
連
帯
保
証
人
に
加
わ
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
滷
現
経
営

者
は
、
事
業
承
継
に
向
け
て
債
務
の
圧

縮
に
努
め
る
と
と
も
に
、
金
融
機
関
と

の
交
渉
や
、
後
継
者
の
負
担
に
見
合
っ

た
報
酬
の
確
保
の
措
置
等
の
配
慮
が
必

要
。

蘯
Ｍ
＆
Ａ
を
検
討
す
る
場
合

〈
Ｍ
＆
Ａ
の
特
徴
〉
漓
Ｍ
＆
Ａ
と
は
合
併

（M
erger

）
と
買
収
（A

cquisition

）
を

意
味
す
る
言
葉
滷
近
年
で
は
、
中
小
企

業
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
の
件
数
は
増
加
し

て
い
る

〈
Ｍ
＆
Ａ
の
手
続
き
と
注
意
点
〉
漓
手
続

き
の
流
れ
は
衢
仲
介
機
関
の
選
択
衫
売

却
条
件
の
検
討
袁
会
社
の
実
力
の
磨
き

あ
げ
衾
売
却
候
補
先
企
業
へ
の
打
診
袞

条
件
交
渉
衵
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

（
対
象
と
な
る
売
り
手
企
業
の
精
査
）
衽

ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
（
資
金
決
済
）
滷
Ｍ
＆

Ａ
の
検
討
段
階
に
お
い
て
は
、
社
内
・

社
外
に
対
す
る
秘
密
保
持
が
重
要
だ
が
、

買
い
手
企
業
に
対
し
て
は
、
自
社
に
都

合
の
悪
い
こ
と
で
も
「
隠
し
事
を
し
な

い
」
こ
と
が
大
切

〈
会
社
の
実
力
の
「
磨
き
あ
げ
」〉
漓
売

れ
る
会
社
と
す
る
た
め
に
は
、
会
社
の

実
力
の
「
磨
き
あ
げ
」
が
重
要
滷
現
時

点
で
会
社
を
売
却
し
た
場
合
の
価
格
の

目
安
を
試
算
し
、
企
業
価
値
を
向
上
す

る
た
め
の
指
標
と
す
る
こ
と
が
有
効

経
営
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み

事
業
承
継
対
策
に
は
様
々
な
方
策
が

あ
り
、
各
種
専
門
知
識
が
必
要
と
な
る

こ
と
も
多
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
以
下

の
実
務
家
等
に
相
談
す
る
こ
と
が
有
効
。

漓
弁
護
士
衢
後
継
者
に
経
営
権
を
集
中

し
つ
つ
、
他
の
相
続
人
の
遺
留
分
に
も

配
慮
し
た
事
業
承
継
対
策
衫
生
前
贈
与

や
遺
言
、
任
意
後
見
制
度
を
活
用
し
た

相
続
紛
争
防
止
袁
議
決
権
制
限
株
式
や

相
続
人
に
対
す
る
売
り
渡
し
請
求
な
ど
、

会
社
法
の
各
種
制
度
の
利
用

滷
税
理
士
衢
現
時
点
で
相
続
が
発
生
し

た
場
合
の
相
続
税
額
の
試
算
衫
納
税
資

金
を
確
保
す
る
た
め
の
自
己
株
式
の
取

得
（
金
庫
株
）
袁
暦
年
課
税
制
度
や
相

続
時
精
算
課
税
制
度
を
利
用
し
た
計
画

的
な
生
前
贈
与

澆
公
認
会
計
士
衢
既
存
株
主
か
ら
の
株

式
買
取
価
格
の
算
定
衫
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る

会
社
売
却
価
格
の
試
算
、
会
社
の
実
力

の
磨
き
上
げ
の
た
め
の
助
言

潺
そ
の
他
の
士
業
●
司
法
書
士
衢
戸
籍

等
の
調
査
衫
贈
与
・
遺
言
等
相
続
に
関

す
る
不
動
産
登
記
、
商
業
登
記
●
中
小

企
業
診
断
士
衢
後
継
者
教
育
に
関
す
る

助
言
衫
経
営
計
画
の
策
定
支
援

潸
金
融
機
関
等
衢
株
式
買
取
や
納
税
資

金
調
達
の
た
め
の
融
資
衫
Ｍ
＆
Ａ
や
Ｍ

Ｂ
Ｏ
に
関
す
る
助
言
、
フ
ァ
ン
ド
の
活

用
袁
遺
言
信
託
に
関
す
る
助
言
、
安
定

株
主
を
増
や
す
形
で
の
融
資
に
関
す
る

助
言

澁
中
央
会
・
会
議
所
・
商
工
会
衢
事
業

承
継
全
般
に
関
す
る
助
言
衫
専
門
家
の

紹
介
袁
情
報
の
提
供
衾
後
継
者
育
成
等

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施

澀
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
衢
事
業
承

継
協
議
会
事
務
局
を
担
当
衫
中
小
企

業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
相
談
の
受
付
袁
中
小
企
業
大

学
校
に
お
け
る
後
継
者
教
育
等
の
各
種

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施

潯
中
小
企
業
庁
衢
中
小
企
業
に
関
す
る

施
策
の
企
画
・
立
案
・
実
施
衫
各
種
制

度
に
関
す
る
情
報
提
供
袁
事
業
承
継
に

関
連
す
る
税
制
や
会
社
法
に
つ
い
て
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
配
布

お
わ
り
に

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
円
滑
な
事
業

承
継
が
非
常
に
重
要
。
事
業
承
継
対
策

に
は
様
々
な
手
法
が
あ
る
が
、
準
備
に

期
間
を
要
す
る
た
め
、
す
ぐ
に
で
も
事

業
承
継
計
画
策
定
に
向
け
た
検
討
を
開

始
す
べ
き
で
あ
る
。

千
葉
県
中
小
企
業
団
体
青
年
中
央
会

本
会
に
は
青
年
経
営
者
や
企
業
の
後

継
者
育
成
の
た
め
の
、
相
互
研
鑽
と
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
拡
充
の
場
と
し
て

の
青
年
中
央
会
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
本
会
組
織
振
興
部
ま
で
。
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